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給水器具
（蛇口など）
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　まずは、メーターボックス内のバルブを閉めて水を止めてください。
その後、市指定の給水装置工事事業者または給水工事センターに修
理の依頼をしてください。

　むきだしの露出配管（ボイラーや太陽熱温水器の配管など）や、北向きで日陰にある水道管、風当りが
強い場所の配管などは凍結しやすいので特に注意が必要です。保温材はホームセンターなどで購入でき
ます。なお、給湯器や電気温水器などの凍結防止方法については、各メーカー等へご確認ください。

令和5年１月の大寒波の際、市内の山間部を中心に水道管破損による漏水事故が多発しました。
一時は、配水池の水量が大幅に低下する事態となりましたが、24時間体制で行った配水池へ
の補水作業と皆さまの節水へのご協力により、大断水の危機は回避できました。
 （水道管破損件数412件、漏水量約25,000㎥　※市内の1日平均使用量約29,000㎥）

　気温が急激に下がり、マイナス４℃以下になると水が凍って出なくなり、水道
管が膨張することで破損したり、ひび割れたりします。溶けだした水が流れると、
破損した所から水が噴き出すことがあります。気象情報に注意して、水道管の防寒
対策を行いましょう。

露出配管に保温材を巻き、ビニールテー
プなどでしっかり巻きましょう！
代用でタオル・毛布などを巻いて、ぬれ
ないように上からビニールなどを巻く方
法もあります。

 

給水工事センター
電話：0957-54-3169
営業；平日  8時～１７時
※緊急時２４時間電話対応

もしも、水道管が破裂してしまったら…

修理の費用負担について

凍結事故にご注
意 !

凍結事故にご注
意 !

凍結した時は・・・凍結した時は・・・
凍結した部分にタオルなどをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。
熱湯をかけると破損することがありますので、ご注意ください。
凍結した部分にタオルなどをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。
熱湯をかけると破損することがありますので、ご注意ください。

ダンボールまたは断熱材 

◆水道管の場合

　メーターボックスの上にダンボールや断熱材のシートを乗せておくと保温できます。なお、２か月に
一度検針を行いますので、強い冷え込みが予想されるときだけお願いします。

◆メーターの場合

長期にわたり家を空ける場合は、上記のようにバルブを閉め、
なるべく蛇口からの水を出し切るなどの対応をお願いします。

　水道本管から分岐して家庭まで
引き込まれた給水管、止水栓、メ
ーター、蛇口までを給水装置とい
い、メーターを除いて所有者の財
産となります。
　メーターまでの漏水修理に限り
上下水道局で費用を負担しますが、
メーターから先の水道管破裂や老
朽化による漏水などの修理費用は
使用者又は所有者の負担となりま
す。

　限りある水資源の有効活用や漏水事故を未然に防止するため、専門の業者に委託し、
市内全域で漏水調査を実施しています。

漏水調査のお知らせ

※調査員は「腕章」「身分証明書」
　を携帯しています。

◎調査時間　　昼間  ９時～１７時
　　　　　　　夜間  ２２時～４時
◎調査場所　　市内全域
◎調査内容
　　・各家庭のメーター付近の音聴調査
　　・道路埋設管の路面音聴調査

防寒対策として保温材などを巻きましょう

上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ 2024年1月号 2024年1月号

市内工事事業者一覧 （50音順）

社　名 住　所 TEL

あさひ住設

一設備工業㈱

一路組㈲

岩永住宅

㈲岩藤清掃

㈱恵比寿組

㈱エムケン

大林設備

岡山建設㈱

柿山産業㈲

㈱樫山組

㈲金井建設

㈱九州電設工業

㈱九電工大村営業所

共立水道㈲

県央設備工業㈱

坂井設備

さくら設備サービス

清水設備㈱

伸栄建設㈱

正真工業㈱

相田設備

㈲大宝設備工業

大村市上諏訪町1577-6

大村市池田２丁目918-2

大村市沖田町184-4

大村市沖田町149-1

大村市富の原１丁目1512-1

大村市池田２丁目1383-2

大村市今村町495

大村市徳泉川内町765-6

大村市杭出津3丁目418‐1

大村市鬼橋町62

大村市黒丸町336-6

大村市荒瀬町1022-1

大村市溝陸町408-24

大村市雄ケ原町147-23

大村市西三城町50

大村市松並１丁目246-11

大村市荒平町1504-42

大村市中里町1300-14

大村市坂口町517-1

大村市坂口町1161-3

大村市上諏訪町821-3

大村市古町１丁目621-1

大村市坂口町487

20-7053

47-9738

55-5505

55-7859

55-8213

47ｰ8963

52-8171

53-5573

53-2121

55-4257

55-8465

46-6003

47-9458

52-2196

54-1088

52-4927

53-9176

52-0580

52-6814

53-1145

53-6111

54-7052

54-7006

社　名 住　所 TEL

髙瀬建設㈱

㈱谷野電機空調

圡屋管工

Ｔ・Ｎ設備

㈱富永工務店

㈱トモノ建設

㈲西九州技研工業

㈲野田清掃社

一サービス商会

㈱冨士興産

㈱マツシタ

松下設備

みやざき設備

宮地総業㈲

未来建設㈲

モモタ住器サービス

㈱森建設工業

㈱森工務店

㈱森設備

山口設備

㈲大和設備工業

量祐設備㈱ 大村支店

大村市岩松町26-1

大村市協和町777-8

大村市古賀島町424

大村市坂口町422-2

大村市福重町92-2

大村市諏訪3丁目542‐5

大村市三城町721-1

大村市竹松本町1128

大村市諏訪２丁目157-5

大村市今富町565-2

大村市杭出津１丁目870-56

大村市竹松町728-1

大村市宮小路３丁目1396-1

大村市杭出津１丁目719-6

大村市杭出津3丁目363‐2

大村市向木場町2333‐3

大村市植松１丁目107-2

大村市日泊町1102

大村市荒瀬町427-1

大村市岩松町315‐1

大村市武部町93‐6

大村市協和町799-1

大村市玖島１丁目78-16

53-3131

53-2311

52-4094

080-1536-3091

55-8273

20-8300

54-5019

55-8440

20-8555

55-3151

48-6678

55-8403

55-3578

42-3083

54-4724

53-5161

53-7384

54-5706

55-7934

54-8382

53-2572

54-6323

20-7221

㈲松尾住設
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指定給水装置工事事業者　→　給水
排水設備指定工事店　　　→　排水無届の工事は、違反です！無届の工事は、違反です！

　給水装置または排水設備の新設・改造等の工事を行うときは、条例の規定により事前に上下
水道局の承認が必要です。工事の届け出は、お客さまに代わり、大村市が指定している給排水
工事事業者が行います。
　なお、承認を受けないで工事を行ったり、不正行為により水道料金の徴収を免れた場合は、
過料が科せられることがありますので、ご注意ください。
　給排水設備工事が必要な場合は、市指定の工事事業者であるかご確認の上、見積もり等の依
頼をお願いします。

　無届で工事を行った業者に対しては、「大村市指定給水工事事業者に関する規程」および
「大村市排水設備指定工事店に関する規程」に基づき、指定の取消し や 停止 など、厳正に
対処します。

新築工事の際の給水装置工事および排水設備工事の事前申請を怠り、また、
正規の水道メーター以外で通水していたもの

●業者への処分内容・・・指定給水装置工事事業者に関する規程及び排水設
　備指定工事店に関する規程により、２か月間の指名停止

蛇口やシャワーヘッドなど給水装置の末端部分の取替えなど、配管工事を伴わない軽微な変更など
は、市への申請は不要です。

無届工事を行った給排水設備工事事業者への対応

違反事例

申請が不要な工事

正規メーター以外の施工状況

水回りトラブルのご相談水回りトラブルのご相談
家の中の蛇口、トイレなど水道のこと

夜 間 な ど 緊 急 な 修 理 が 必 要 な 時

公道上や、メーターまでの漏水のこと

家の中の排水詰まり・あふれなど下水道のこと

指定給水装置工事事業者

水　道　工　務　課
電話  0957-53-1114

給 水 工 事 セ ン タ ー
電話0957-54-3169

排水設備指定工事店

24時間対応

※賃貸住宅・・・所有者又は管理者などにご相談ください。

浄化槽維持管理費補助金の申請受付を行います。 道路側溝等に
　　洗剤を流さないで！●受付期間 　1月15日（月）～3月15日（金）  ※平日のみ

●場所・時間 　上下水道局　　8:30～17:00
●出張受付 　松原出張所（2月26日（月）～27日（火））
　　　　　 　萱瀬出張所（2月29日（木）～3月1日（金））
　　　　　 　※2か所とも時間は14:00～16:30

●補助対象者
　浄化槽を利用し、次のすべての条件を満たす人
　・設置費補助金の交付を受けている浄化槽
　・長崎県浄化槽協会の法定検査を受けている
　・保守点検を年３回以上、清掃を年１回以上実施している
　・市税の滞納がない

　ご家庭での洗車時の洗剤を含ん
だ排水は、道路側溝や雨水ますに
流れると、川や海に流れ出て水環
境等に悪影響を及ぼします。
　洗剤等を使用する洗車の際は、
ガソリンスタンドや洗車場をご利
用していただく
ようご協力を
お願いします。

料金センター  ０９５７-５３-１１１１  /  業務課  ０９５７-５３-１１１６
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55-7859

55-8213

47ｰ8963

52-8171

53-5573

53-2121

55-4257

55-8465

46-6003

47-9458

52-2196

54-1088

52-4927

53-9176

52-0580

52-6814

53-1145

53-6111

54-7052

54-7006

社　名 住　所 TEL

髙瀬建設㈱

㈱谷野電機空調

圡屋管工

Ｔ・Ｎ設備

㈱富永工務店

㈱トモノ建設

㈲西九州技研工業

㈲野田清掃社

一サービス商会

㈱冨士興産

㈱マツシタ

松下設備

みやざき設備

宮地総業㈲

未来建設㈲

モモタ住器サービス

㈱森建設工業

㈱森工務店

㈱森設備

山口設備

㈲大和設備工業

量祐設備㈱ 大村支店

大村市岩松町26-1

大村市協和町777-8

大村市古賀島町424

大村市坂口町422-2

大村市福重町92-2

大村市諏訪3丁目542‐5

大村市三城町721-1

大村市竹松本町1128

大村市諏訪２丁目157-5

大村市今富町565-2

大村市杭出津１丁目870-56

大村市竹松町728-1

大村市宮小路３丁目1396-1

大村市杭出津１丁目719-6

大村市杭出津3丁目363‐2

大村市向木場町2333‐3

大村市植松１丁目107-2

大村市日泊町1102

大村市荒瀬町427-1

大村市岩松町315‐1

大村市武部町93‐6

大村市協和町799-1

大村市玖島１丁目78-16

53-3131

53-2311

52-4094

080-1536-3091

55-8273

20-8300

54-5019

55-8440

20-8555

55-3151

48-6678

55-8403

55-3578

42-3083

54-4724

53-5161

53-7384

54-5706

55-7934

54-8382

53-2572

54-6323

20-7221

㈲松尾住設
　　メンテナンス
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指定給水装置工事事業者　→　給水
排水設備指定工事店　　　→　排水無届の工事は、違反です！無届の工事は、違反です！

　給水装置または排水設備の新設・改造等の工事を行うときは、条例の規定により事前に上下
水道局の承認が必要です。工事の届け出は、お客さまに代わり、大村市が指定している給排水
工事事業者が行います。
　なお、承認を受けないで工事を行ったり、不正行為により水道料金の徴収を免れた場合は、
過料が科せられることがありますので、ご注意ください。
　給排水設備工事が必要な場合は、市指定の工事事業者であるかご確認の上、見積もり等の依
頼をお願いします。

　無届で工事を行った業者に対しては、「大村市指定給水工事事業者に関する規程」および
「大村市排水設備指定工事店に関する規程」に基づき、指定の取消し や 停止 など、厳正に
対処します。

新築工事の際の給水装置工事および排水設備工事の事前申請を怠り、また、
正規の水道メーター以外で通水していたもの

●業者への処分内容・・・指定給水装置工事事業者に関する規程及び排水設
　備指定工事店に関する規程により、２か月間の指名停止

蛇口やシャワーヘッドなど給水装置の末端部分の取替えなど、配管工事を伴わない軽微な変更など
は、市への申請は不要です。

無届工事を行った給排水設備工事事業者への対応

違反事例

申請が不要な工事

正規メーター以外の施工状況

水回りトラブルのご相談水回りトラブルのご相談
家の中の蛇口、トイレなど水道のこと

夜 間 な ど 緊 急 な 修 理 が 必 要 な 時

公道上や、メーターまでの漏水のこと

家の中の排水詰まり・あふれなど下水道のこと

指定給水装置工事事業者

水　道　工　務　課
電話  0957-53-1114

給 水 工 事 セ ン タ ー
電話0957-54-3169

排水設備指定工事店

24時間対応

※賃貸住宅・・・所有者又は管理者などにご相談ください。

浄化槽維持管理費補助金の申請受付を行います。 道路側溝等に
　　洗剤を流さないで！●受付期間 　1月15日（月）～3月15日（金）  ※平日のみ

●場所・時間 　上下水道局　　8:30～17:00
●出張受付 　松原出張所（2月26日（月）～27日（火））
　　　　　 　萱瀬出張所（2月29日（木）～3月1日（金））
　　　　　 　※2か所とも時間は14:00～16:30

●補助対象者
　浄化槽を利用し、次のすべての条件を満たす人
　・設置費補助金の交付を受けている浄化槽
　・長崎県浄化槽協会の法定検査を受けている
　・保守点検を年３回以上、清掃を年１回以上実施している
　・市税の滞納がない

　ご家庭での洗車時の洗剤を含ん
だ排水は、道路側溝や雨水ますに
流れると、川や海に流れ出て水環
境等に悪影響を及ぼします。
　洗剤等を使用する洗車の際は、
ガソリンスタンドや洗車場をご利
用していただく
ようご協力を
お願いします。

料金センター  ０９５７-５３-１１１１  /  業務課  ０９５７-５３-１１１６



漏水修理の費用負担範囲
給水装置

（所有者の財産です）
給水装置

（所有者の財産です）

（水道本管分岐からメーターまでの漏水）（水道本管分岐からメーターまでの漏水） （メーター以後の漏水）（メーター以後の漏水）

公道側公道側 民地側民地側

メーターメーター

給水器具
（蛇口など）
給水器具
（蛇口など）

使用者または所有者
が費用負担上下水道局が費用負担

上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ 2024年1月号 2024年1月号

　まずは、メーターボックス内のバルブを閉めて水を止めてください。
その後、市指定の給水装置工事事業者または給水工事センターに修
理の依頼をしてください。

　むきだしの露出配管（ボイラーや太陽熱温水器の配管など）や、北向きで日陰にある水道管、風当りが
強い場所の配管などは凍結しやすいので特に注意が必要です。保温材はホームセンターなどで購入でき
ます。なお、給湯器や電気温水器などの凍結防止方法については、各メーカー等へご確認ください。

令和5年１月の大寒波の際、市内の山間部を中心に水道管破損による漏水事故が多発しました。
一時は、配水池の水量が大幅に低下する事態となりましたが、24時間体制で行った配水池へ
の補水作業と皆さまの節水へのご協力により、大断水の危機は回避できました。
 （水道管破損件数412件、漏水量約25,000㎥　※市内の1日平均使用量約29,000㎥）

　気温が急激に下がり、マイナス４℃以下になると水が凍って出なくなり、水道
管が膨張することで破損したり、ひび割れたりします。溶けだした水が流れると、
破損した所から水が噴き出すことがあります。気象情報に注意して、水道管の防寒
対策を行いましょう。

露出配管に保温材を巻き、ビニールテー
プなどでしっかり巻きましょう！
代用でタオル・毛布などを巻いて、ぬれ
ないように上からビニールなどを巻く方
法もあります。

 

給水工事センター
電話：0957-54-3169
営業；平日  8時～１７時
※緊急時２４時間電話対応

もしも、水道管が破裂してしまったら…

修理の費用負担について

凍結事故にご注
意 !

凍結事故にご注
意 !

凍結した時は・・・凍結した時は・・・
凍結した部分にタオルなどをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。
熱湯をかけると破損することがありますので、ご注意ください。
凍結した部分にタオルなどをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。
熱湯をかけると破損することがありますので、ご注意ください。

ダンボールまたは断熱材 

◆水道管の場合

　メーターボックスの上にダンボールや断熱材のシートを乗せておくと保温できます。なお、２か月に
一度検針を行いますので、強い冷え込みが予想されるときだけお願いします。

◆メーターの場合

長期にわたり家を空ける場合は、上記のようにバルブを閉め、
なるべく蛇口からの水を出し切るなどの対応をお願いします。

　水道本管から分岐して家庭まで
引き込まれた給水管、止水栓、メ
ーター、蛇口までを給水装置とい
い、メーターを除いて所有者の財
産となります。
　メーターまでの漏水修理に限り
上下水道局で費用を負担しますが、
メーターから先の水道管破裂や老
朽化による漏水などの修理費用は
使用者又は所有者の負担となりま
す。

　限りある水資源の有効活用や漏水事故を未然に防止するため、専門の業者に委託し、
市内全域で漏水調査を実施しています。

漏水調査のお知らせ

※調査員は「腕章」「身分証明書」
　を携帯しています。

◎調査時間　　昼間  ９時～１７時
　　　　　　　夜間  ２２時～４時
◎調査場所　　市内全域
◎調査内容
　　・各家庭のメーター付近の音聴調査
　　・道路埋設管の路面音聴調査

防寒対策として保温材などを巻きましょう

上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ 2024年1月号 2024年1月号

市内工事事業者一覧 （50音順）

社　名 住　所 TEL

あさひ住設

一設備工業㈱

一路組㈲

岩永住宅

㈲岩藤清掃

㈱恵比寿組

㈱エムケン

大林設備

岡山建設㈱

柿山産業㈲

㈱樫山組

㈲金井建設

㈱九州電設工業

㈱九電工大村営業所

共立水道㈲

県央設備工業㈱

坂井設備

さくら設備サービス

清水設備㈱

伸栄建設㈱

正真工業㈱

相田設備

㈲大宝設備工業

大村市上諏訪町1577-6

大村市池田２丁目918-2

大村市沖田町184-4

大村市沖田町149-1

大村市富の原１丁目1512-1

大村市池田２丁目1383-2

大村市今村町495

大村市徳泉川内町765-6

大村市杭出津3丁目418‐1

大村市鬼橋町62

大村市黒丸町336-6

大村市荒瀬町1022-1

大村市溝陸町408-24

大村市雄ケ原町147-23

大村市西三城町50

大村市松並１丁目246-11

大村市荒平町1504-42

大村市中里町1300-14

大村市坂口町517-1

大村市坂口町1161-3

大村市上諏訪町821-3

大村市古町１丁目621-1

大村市坂口町487

20-7053

47-9738

55-5505

55-7859

55-8213

47ｰ8963

52-8171

53-5573

53-2121

55-4257

55-8465

46-6003

47-9458

52-2196

54-1088

52-4927

53-9176

52-0580

52-6814

53-1145

53-6111

54-7052

54-7006

社　名 住　所 TEL

髙瀬建設㈱

㈱谷野電機空調

圡屋管工

Ｔ・Ｎ設備

㈱富永工務店

㈱トモノ建設

㈲西九州技研工業

㈲野田清掃社

一サービス商会

㈱冨士興産

㈱マツシタ

松下設備

みやざき設備

宮地総業㈲

未来建設㈲

モモタ住器サービス

㈱森建設工業

㈱森工務店

㈱森設備

山口設備

㈲大和設備工業

量祐設備㈱ 大村支店

大村市岩松町26-1

大村市協和町777-8

大村市古賀島町424

大村市坂口町422-2

大村市福重町92-2

大村市諏訪3丁目542‐5

大村市三城町721-1

大村市竹松本町1128

大村市諏訪２丁目157-5

大村市今富町565-2

大村市杭出津１丁目870-56

大村市竹松町728-1

大村市宮小路３丁目1396-1

大村市杭出津１丁目719-6

大村市杭出津3丁目363‐2

大村市向木場町2333‐3

大村市植松１丁目107-2

大村市日泊町1102

大村市荒瀬町427-1

大村市岩松町315‐1

大村市武部町93‐6

大村市協和町799-1

大村市玖島１丁目78-16

53-3131

53-2311

52-4094

080-1536-3091

55-8273

20-8300

54-5019

55-8440

20-8555

55-3151

48-6678

55-8403

55-3578

42-3083

54-4724

53-5161

53-7384

54-5706

55-7934

54-8382

53-2572

54-6323

20-7221

㈲松尾住設
　　メンテナンス
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指定給水装置工事事業者　→　給水
排水設備指定工事店　　　→　排水無届の工事は、違反です！無届の工事は、違反です！

　給水装置または排水設備の新設・改造等の工事を行うときは、条例の規定により事前に上下
水道局の承認が必要です。工事の届け出は、お客さまに代わり、大村市が指定している給排水
工事事業者が行います。
　なお、承認を受けないで工事を行ったり、不正行為により水道料金の徴収を免れた場合は、
過料が科せられることがありますので、ご注意ください。
　給排水設備工事が必要な場合は、市指定の工事事業者であるかご確認の上、見積もり等の依
頼をお願いします。

　無届で工事を行った業者に対しては、「大村市指定給水工事事業者に関する規程」および
「大村市排水設備指定工事店に関する規程」に基づき、指定の取消し や 停止 など、厳正に
対処します。

新築工事の際の給水装置工事および排水設備工事の事前申請を怠り、また、
正規の水道メーター以外で通水していたもの

●業者への処分内容・・・指定給水装置工事事業者に関する規程及び排水設
　備指定工事店に関する規程により、２か月間の指名停止

蛇口やシャワーヘッドなど給水装置の末端部分の取替えなど、配管工事を伴わない軽微な変更など
は、市への申請は不要です。

無届工事を行った給排水設備工事事業者への対応

違反事例

申請が不要な工事

正規メーター以外の施工状況

水回りトラブルのご相談水回りトラブルのご相談
家の中の蛇口、トイレなど水道のこと

夜 間 な ど 緊 急 な 修 理 が 必 要 な 時

公道上や、メーターまでの漏水のこと

家の中の排水詰まり・あふれなど下水道のこと

指定給水装置工事事業者

水　道　工　務　課
電話  0957-53-1114

給 水 工 事 セ ン タ ー
電話0957-54-3169

排水設備指定工事店

24時間対応

※賃貸住宅・・・所有者又は管理者などにご相談ください。

浄化槽維持管理費補助金の申請受付を行います。 道路側溝等に
　　洗剤を流さないで！●受付期間 　1月15日（月）～3月15日（金）  ※平日のみ

●場所・時間 　上下水道局　　8:30～17:00
●出張受付 　松原出張所（2月26日（月）～27日（火））
　　　　　 　萱瀬出張所（2月29日（木）～3月1日（金））
　　　　　 　※2か所とも時間は14:00～16:30

●補助対象者
　浄化槽を利用し、次のすべての条件を満たす人
　・設置費補助金の交付を受けている浄化槽
　・長崎県浄化槽協会の法定検査を受けている
　・保守点検を年３回以上、清掃を年１回以上実施している
　・市税の滞納がない

　ご家庭での洗車時の洗剤を含ん
だ排水は、道路側溝や雨水ますに
流れると、川や海に流れ出て水環
境等に悪影響を及ぼします。
　洗剤等を使用する洗車の際は、
ガソリンスタンドや洗車場をご利
用していただく
ようご協力を
お願いします。
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漏水修理の費用負担範囲
給水装置

（所有者の財産です）
給水装置

（所有者の財産です）

（水道本管分岐からメーターまでの漏水）（水道本管分岐からメーターまでの漏水） （メーター以後の漏水）（メーター以後の漏水）

公道側公道側 民地側民地側

メーターメーター

給水器具
（蛇口など）
給水器具

（蛇口など）

使用者または所有者
が費用負担上下水道局が費用負担

上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ 2024年1月号 2024年1月号

　まずは、メーターボックス内のバルブを閉めて水を止めてください。
その後、市指定の給水装置工事事業者または給水工事センターに修
理の依頼をしてください。

　むきだしの露出配管（ボイラーや太陽熱温水器の配管など）や、北向きで日陰にある水道管、風当りが
強い場所の配管などは凍結しやすいので特に注意が必要です。保温材はホームセンターなどで購入でき
ます。なお、給湯器や電気温水器などの凍結防止方法については、各メーカー等へご確認ください。

令和5年１月の大寒波の際、市内の山間部を中心に水道管破損による漏水事故が多発しました。
一時は、配水池の水量が大幅に低下する事態となりましたが、24時間体制で行った配水池へ
の補水作業と皆さまの節水へのご協力により、大断水の危機は回避できました。
 （水道管破損件数412件、漏水量約25,000㎥　※市内の1日平均使用量約29,000㎥）

　気温が急激に下がり、マイナス４℃以下になると水が凍って出なくなり、水道
管が膨張することで破損したり、ひび割れたりします。溶けだした水が流れると、
破損した所から水が噴き出すことがあります。気象情報に注意して、水道管の防寒
対策を行いましょう。

露出配管に保温材を巻き、ビニールテー
プなどでしっかり巻きましょう！
代用でタオル・毛布などを巻いて、ぬれ
ないように上からビニールなどを巻く方
法もあります。

 

給水工事センター
電話：0957-54-3169
営業；平日  8時～１７時
※緊急時２４時間電話対応

もしも、水道管が破裂してしまったら…

修理の費用負担について

凍結事故にご注
意 !

凍結事故にご注
意 !

凍結した時は・・・凍結した時は・・・
凍結した部分にタオルなどをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。
熱湯をかけると破損することがありますので、ご注意ください。
凍結した部分にタオルなどをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。
熱湯をかけると破損することがありますので、ご注意ください。

ダンボールまたは断熱材 

◆水道管の場合

　メーターボックスの上にダンボールや断熱材のシートを乗せておくと保温できます。なお、２か月に
一度検針を行いますので、強い冷え込みが予想されるときだけお願いします。

◆メーターの場合

長期にわたり家を空ける場合は、上記のようにバルブを閉め、
なるべく蛇口からの水を出し切るなどの対応をお願いします。

　水道本管から分岐して家庭まで
引き込まれた給水管、止水栓、メ
ーター、蛇口までを給水装置とい
い、メーターを除いて所有者の財
産となります。
　メーターまでの漏水修理に限り
上下水道局で費用を負担しますが、
メーターから先の水道管破裂や老
朽化による漏水などの修理費用は
使用者又は所有者の負担となりま
す。

　限りある水資源の有効活用や漏水事故を未然に防止するため、専門の業者に委託し、
市内全域で漏水調査を実施しています。

漏水調査のお知らせ

※調査員は「腕章」「身分証明書」
　を携帯しています。

◎調査時間　　昼間  ９時～１７時
　　　　　　　夜間  ２２時～４時
◎調査場所　　市内全域
◎調査内容
　　・各家庭のメーター付近の音聴調査
　　・道路埋設管の路面音聴調査

防寒対策として保温材などを巻きましょう

上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ上下水道局からのお知らせ 2024年1月号 2024年1月号

市内工事事業者一覧 （50音順）

社　名 住　所 TEL

あさひ住設

一設備工業㈱

一路組㈲

岩永住宅

㈲岩藤清掃

㈱恵比寿組

㈱エムケン

大林設備

岡山建設㈱

柿山産業㈲

㈱樫山組

㈲金井建設

㈱九州電設工業

㈱九電工大村営業所

共立水道㈲

県央設備工業㈱

坂井設備

さくら設備サービス

清水設備㈱

伸栄建設㈱

正真工業㈱

相田設備

㈲大宝設備工業

大村市上諏訪町1577-6

大村市池田２丁目918-2

大村市沖田町184-4

大村市沖田町149-1

大村市富の原１丁目1512-1

大村市池田２丁目1383-2

大村市今村町495

大村市徳泉川内町765-6

大村市杭出津3丁目418‐1

大村市鬼橋町62

大村市黒丸町336-6

大村市荒瀬町1022-1

大村市溝陸町408-24

大村市雄ケ原町147-23

大村市西三城町50

大村市松並１丁目246-11

大村市荒平町1504-42

大村市中里町1300-14

大村市坂口町517-1

大村市坂口町1161-3

大村市上諏訪町821-3

大村市古町１丁目621-1

大村市坂口町487

20-7053

47-9738

55-5505

55-7859

55-8213

47ｰ8963

52-8171

53-5573

53-2121

55-4257

55-8465

46-6003

47-9458

52-2196

54-1088

52-4927

53-9176

52-0580

52-6814

53-1145

53-6111

54-7052

54-7006

社　名 住　所 TEL

髙瀬建設㈱

㈱谷野電機空調

圡屋管工

Ｔ・Ｎ設備

㈱富永工務店

㈱トモノ建設

㈲西九州技研工業

㈲野田清掃社

一サービス商会

㈱冨士興産

㈱マツシタ

松下設備

みやざき設備

宮地総業㈲

未来建設㈲

モモタ住器サービス

㈱森建設工業

㈱森工務店

㈱森設備

山口設備

㈲大和設備工業

量祐設備㈱ 大村支店

大村市岩松町26-1

大村市協和町777-8

大村市古賀島町424

大村市坂口町422-2

大村市福重町92-2

大村市諏訪3丁目542‐5

大村市三城町721-1

大村市竹松本町1128

大村市諏訪２丁目157-5

大村市今富町565-2

大村市杭出津１丁目870-56

大村市竹松町728-1

大村市宮小路３丁目1396-1

大村市杭出津１丁目719-6

大村市杭出津3丁目363‐2

大村市向木場町2333‐3

大村市植松１丁目107-2

大村市日泊町1102

大村市荒瀬町427-1

大村市岩松町315‐1

大村市武部町93‐6

大村市協和町799-1

大村市玖島１丁目78-16

53-3131

53-2311

52-4094

080-1536-3091

55-8273

20-8300

54-5019

55-8440

20-8555

55-3151

48-6678

55-8403

55-3578

42-3083

54-4724

53-5161

53-7384

54-5706

55-7934

54-8382

53-2572

54-6323

20-7221

㈲松尾住設
　　メンテナンス

排水
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指定給水装置工事事業者　→　給水
排水設備指定工事店　　　→　排水無届の工事は、違反です！無届の工事は、違反です！

　給水装置または排水設備の新設・改造等の工事を行うときは、条例の規定により事前に上下
水道局の承認が必要です。工事の届け出は、お客さまに代わり、大村市が指定している給排水
工事事業者が行います。
　なお、承認を受けないで工事を行ったり、不正行為により水道料金の徴収を免れた場合は、
過料が科せられることがありますので、ご注意ください。
　給排水設備工事が必要な場合は、市指定の工事事業者であるかご確認の上、見積もり等の依
頼をお願いします。

　無届で工事を行った業者に対しては、「大村市指定給水工事事業者に関する規程」および
「大村市排水設備指定工事店に関する規程」に基づき、指定の取消し や 停止 など、厳正に
対処します。

新築工事の際の給水装置工事および排水設備工事の事前申請を怠り、また、
正規の水道メーター以外で通水していたもの

●業者への処分内容・・・指定給水装置工事事業者に関する規程及び排水設
　備指定工事店に関する規程により、２か月間の指名停止

蛇口やシャワーヘッドなど給水装置の末端部分の取替えなど、配管工事を伴わない軽微な変更など
は、市への申請は不要です。

無届工事を行った給排水設備工事事業者への対応

違反事例

申請が不要な工事

正規メーター以外の施工状況

水回りトラブルのご相談水回りトラブルのご相談
家の中の蛇口、トイレなど水道のこと

夜 間 な ど 緊 急 な 修 理 が 必 要 な 時

公道上や、メーターまでの漏水のこと

家の中の排水詰まり・あふれなど下水道のこと

指定給水装置工事事業者

水　道　工　務　課
電話  0957-53-1114

給 水 工 事 セ ン タ ー
電話0957-54-3169

排水設備指定工事店

24時間対応

※賃貸住宅・・・所有者又は管理者などにご相談ください。

浄化槽維持管理費補助金の申請受付を行います。 道路側溝等に
　　洗剤を流さないで！●受付期間 　1月15日（月）～3月15日（金）  ※平日のみ

●場所・時間 　上下水道局　　8:30～17:00
●出張受付 　松原出張所（2月26日（月）～27日（火））
　　　　　 　萱瀬出張所（2月29日（木）～3月1日（金））
　　　　　 　※2か所とも時間は14:00～16:30

●補助対象者
　浄化槽を利用し、次のすべての条件を満たす人
　・設置費補助金の交付を受けている浄化槽
　・長崎県浄化槽協会の法定検査を受けている
　・保守点検を年３回以上、清掃を年１回以上実施している
　・市税の滞納がない

　ご家庭での洗車時の洗剤を含ん
だ排水は、道路側溝や雨水ますに
流れると、川や海に流れ出て水環
境等に悪影響を及ぼします。
　洗剤等を使用する洗車の際は、
ガソリンスタンドや洗車場をご利
用していただく
ようご協力を
お願いします。
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